
長野県農業会議、（財）長野県農業開発公社及び（社）長野県農業担い手育成基金の統合について

改革基本方針

長野県農業会議

設立根拠：農業委員会等に関する法律
業務内容：○農地法等知事諮問への答申
　　　　　○基本農政確立に関する要請
　　　　　○農業委員会委員の研修
　　　　　○農業者年金業務指導
基本財産：なし

設立根拠：農業経営基盤強化促進法
　　　　　民法
業務内容：○農地保有合理化事業
　　　　　　中間保有機能を活用した農地
　　　　　　等の売買、交換及び貸借事業
　　　　　○農用地の整備事業
　　　　　　農地等の調査、開発、改良及
　　　　　　び集団化等事業
基本財産：３億1,300万円
出捐者　：県

設立根拠：民法
業務内容：○新規就農者の研修・就農準備等に
　　　　　　係る助成
　　　　　○青年農業者等担い手の育成に係る
　　　　　　助成
　　　　　○新規就農相談
　　　　　○就農に向けた研修・準備に係る
　　　　　　資金の貸付
基本財産：20億20万円
出捐者　：県、市町村　　各５億円
　　　　　ＪＡ関係団体　１０億円

(財)長野県農業開発公社

(社)長野県農業担い手育成基金

統合

事務局統合

制度的な制
約を解消し
た段階で

統合

現　況

１　事務の効率化及びコスト削減
　○事務局長、公社の部長の人員削減（△２）
　○農業会議の組織スリム化（４部体制→３部体制）
　○農業会議に派遣していた県職員OB削減（△１）
　○共通管理経費の削減

２　利用者への便宜向上
　○新規就農・農業経営の相談業務と農地の権利
　　取得業務とのワンストップサービスの提供が可
　　能

【長野県農業会議と他団体】

○制度的な制約
　（１）　農業会議は、都道府県への設置が義務づけられており、そ
　　　の業務は、法に限定列挙されている。このため法に定められ
　　　ていない農地保有合理化事業や農業担い手育成基金の業務
　　　を行うことはできない。
　（２）　農業会議の業務に農地保有合理化事業を加えるよう、国に
　　　対し制度改正の要望を行ったが、国から「農業公社等と一体化
      するこ とは困難である。」との回答であり、現時点で制度改正を
       行う考えはない。

効　果

Ｈ16年５月
農業会議
と公社の
事務局
統合

統合の問題点

Ｈ19年
４月
３団体の
事務所の
ﾜﾝﾌﾛｱｰ化

　１．　事務局統合やワンフロア-化により、効率的かつ効果的なサービスが提供されており、既に組織統合と同レベルの効果が
　　　ある。仮に統合したとしても、団体間での業務が異なるため、業務の統廃合は困難で、全体の業務量の減少や、人員削減
　　　はできない。
　２．制度上の制約があり、国に制度改正の動きがないことから、統合は困難である。
　３．今後は各団体が、一層の事務の効率化を図り、連携を強化しながら利用者へのサービス向上に努めていく。

県 の 考 え

【（財）長野県農業開発公社と（社）長野県農業担い手育成基金】

○　制度的な制約
　（１）　公社の要件は、寄附財産の過半数を県（市町村含む）が拠
　　　出することとされている。基金が公社に全額寄附した場合、県
　　　の拠出比率が過半数を下回り、要件を満たさなくなる恐れが
　　　ある。
　（２）　農地法保有合理化法人の要件緩和を、国に対して要望した
　　　が、国から「県の拠出比率が過半数を下回ることは、県の意見
　　　が反映されない恐れがあり、公平性や信用力を担保できず、
　　　緩和は困難である。」との回答であり、現時点で制度改正を行
　　　う考えはない。

１　事務の効率化及びコスト削減
　○担い手基金に派遣していた県職員削減（△１）
　　　（農協組織からの出向で代替）

２　利用者への便宜向上
　○新規就農・担い手関連業務のワンストップサー
     ビスの提供が可能
　○就農相談情報の一元化と共有化により、円滑
    な就農支援が可能
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